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国立大学法人東京学芸大学非常勤講師就業規則  

平成 16 年４月１日 

規 則 第 2 7 号 

 改正（施行） 平 19 則 14 (19. 4. 1) 

 平 20 則 13 (20. 4. 1) 

 平 21 則 15 (21. 4. 1) 

 平 22 則 10 (22. 4. 1) 

 平 26 則 10 (26.12.18) 

 平 27 則９ (27. 4. 1) 

 平 29 則９ (29. 4. 1) 

 

第１章 総則 

 （趣旨） 

第１条 この就業規則は，労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号。以下「労基法」と

いう。）第 89 条に基づき，国立大学法人東京学芸大学（以下「本学」という。）に

勤務する非常勤講師の就業に関して必要な事項を定める。 

（法令との関係） 

第２条 この就業規則及びこれに付随する諸規則に定められていない事項について

は，労基法，国立大学法人法（平成 15 年法律第 112 号。以下「法人法」という。）

その他法令の定めるところによる。 

（非常勤講師の定義） 

第３条 この規則において非常勤講師とは，あらかじめ期間を定めて雇用する講師

で常時勤務しないものをいう。 

（遵守遂行） 

第４条 本学及び非常勤講師は，法令及びこの就業規則を守り，業務の運営にあた

らなければならない。 

第２章 採用及び退職等 

第１節 採用等 

（採用） 

第５条 非常勤講師の採用は，選考により行う。 

  

第６条 削除 

 

（雇用期間） 

第７条 非常勤講師の雇用期間は，次の各号の１により，個別に決定する。 

（1）4 月から３月までの期間 
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（2）4 月から９月まで又は 10 月から３月までのいずれかの期間 

（3）業務の必要に応じて期間を定める 1 年以内の期間 

（雇用の更新） 

第８条 雇用の更新は，必要に応じ，前条に規定する雇用期間の範囲内で行う。 

 

２ 雇用の更新については，本学の予算状況，業務の必要性，当該非常勤講師の能

力，勤務態度，健康状況，給与等を勘案した上で決定する。 

３ 本学での雇用期間が引き続き１年を超えている非常勤講師について，雇用の更

新を行わない場合は，雇用期間の終期が到来する日の少なくとも 30 日前にその旨

を通知するものとする。 

（雇用契約） 

第９条 本学と非常勤講師は，採用又は雇用の更新（以下「採用等」という。）に際

し，雇用契約書を取り交わすものとする。 

（労働条件の明示） 

第１０条 非常勤講師の採用等に際しては，労基法第 15 条の規定により，次に掲げ

る事項を記載した文書を交付する。 

（1）雇用契約の期間に関する事項 

（2）就業の場所及び従事する業務に関する事項 

（3）勤務時間及び勤務日等に関する事項 

（4）給与に関する事項 

（5）退職（解雇の事由を含む。）に関する事項 

（届出事項） 

第１１条 非常勤講師として採用等されようとする者は，次に掲げる書類を提出し

なければならない。ただし，学長が提出を要しないと認めたものは，提出を省略

することができる。 

（1）履歴書 

（2）その他学長が必要と認める書類 

２ 非常勤講師は，前項の書類の記載事項に変更があった場合は，必要な書類を添

えて，速やかにその旨を届け出なければならない。 

第２節 退職 

（退職） 

第１２条 非常勤講師は，次の各号の１に該当した場合は退職とするものとし，非

常勤講師としての身分を失う。 

（1）第 13 条の規定により辞職の承認を得た場合 

（2）第 14 条の規定により解雇された場合 

（3）第 22 条第 4 号の規定により諭旨解雇された場合 

（4）第 22 条第 5 号の規定により懲戒解雇された場合 
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（5）雇用期間が満了した場合 

（6）死亡した場合 

（辞職） 

第１３条  非常勤講師は，辞職しようとする場合においては，辞職を予定する日の

30 日前までに，文書をもって学長に願い出なければならない。 

２ 非常勤講師は，辞職を願い出た後においても，承認があるまでは，引き続き勤

務しなければならない。 

 （解雇） 

第１４条 学長は，非常勤講師が次の各号の１に該当する場合には，解雇する。 

（1）成年被後見人又は被保佐人になった場合 

（2）禁錮以上の刑（執行猶予が付された場合を除く。）に処せられた場合 

（3）国家公務員法（昭和 24 年法律第 120 号）及び地方公務員法（昭和 25 年法律第

261 号）に基づく懲戒免職処分，本学及び他の国立大学法人等における諭旨解

雇，懲戒解雇の処分又はこれらに相当する懲戒解雇の処分を受け，その処分の

日から２年を経過しない場合 

２ 学長は，非常勤講師が次の各号の１に該当する場合には，解雇することができ

る。 

（1）勤務実績が著しく不良の場合 

（2）心身の故障のため，業務の遂行に著しく支障があり，又はこれに堪えない場合 

（3）その他非常勤講師として必要な適確性を著しく欠く場合 

（4）経営又は業務上その他やむを得ない事由による場合 

（解雇の制限） 

第１５条 非常勤講師は，次の各号の１に該当する期間は解雇されない。ただし，

労基法第 19 条ただし書による場合は，この限りでない。 

（1）業務上負傷し，又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後 30 日間 

（2）産前産後の非常勤講師が労基法第 65 条の規定により休業する期間及びその後

30 日間 

（解雇の予告） 

第１６条 非常勤講師を解雇する場合は，労基法第 20 条に基づき，当該非常勤講師

に解雇予告を行い，又は解雇予告手当を支払って行う。ただし，雇用期間が２月

以内である非常勤講師を解雇する場合又は第 22 条第５号の規定により所轄労働

基準監督署長の認定を受けた場合はこの限りでない。 

２ 前項の解雇の予告を行った場合に，当該非常勤講師から退職の日までに労基法

第 22 条第２項に規定する証明書の交付の請求があった場合は，遅滞なくこれを交

付する。 

第３節 退職後の責務 
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（退職等証明書） 

第１７条 退職した者から労基法第 22 条等関係法令に規定する退職等証明書の交

付の請求があった場合は，遅滞なくこれを交付する。 

（借用物品の返還） 

第１８条 非常勤講師は，退職した場合は，本学から借用している物品を返還しな

ければならない。 

第３章 給与 

（給与） 

第１９条 非常勤講師の給与は，時間給とし，当月１日から末日までの分を翌月 17

日に支払う。ただし，17 日が国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）

に定める休日又は学長が休日と指定した日（以下この項において「休日」という。）

に当たる場合は，次の各号に定めるところによる。 

（1）17 日が日曜日に当たるとき 15 日（15 日が休日に当たるときは，18 日） 

（2）17 日が土曜日に当たるとき 16 日（16 日が休日に当たるときは，15 日） 

（3）17 日が休日に当たるときは 18 日 

２ 非常勤講師の給与は，実際の勤務に対する全額を現金で直接当該非常勤講師に

支払う。ただし，法令で定めるものについては，給与支払いの際に控除する。 

３ 前項の規定にかかわらず，非常勤講師から申出があった場合は，その指定する

預貯金口座への振込みの方法によって支払うことができる。 

４ 業務について生じた実費の弁償は，給与には含まれない。 

５ 非常勤講師が，当該非常勤講師又はその収入によって生計を維持する者の出産，

疾病，災害，結婚，葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために

請求した場合には，第１項の規定による給与の支給日前であっても，既往の労働

に対する給与を支給する。 

６ 時間給の決定方法及び時間単価は，別表第１及び別表第２のとおりとする。 

第４章 表彰及び懲戒 

（表彰） 

第２０条 職員の模範として推奨すべき行為があった場合には，これを表彰する。 

２ 表彰は，学長が表彰状を授与することにより行う。 

３ 前項の表彰状にあわせて，記念品を贈ることができる。 

４ 表彰は，当該職員の所属する部局の長の推薦に基づき学長が選考の上，その都

度行う。 

（懲戒） 

第２１条 学長は，非常勤講師が次の各号の１に該当する場合には，懲戒の処分を

することができる。 

（1）正当な事由なく遅刻，早退するなど勤務を怠った場合 
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（2）正当な事由なく無断で欠勤した場合 

（3）故意又は過失により本学に損害を与えた場合 

（4）窃盗，横領，傷害等の刑法犯に該当する行為があった場合 

（5）本学の名誉又は信用を傷つけた場合 

（6）本学の秩序又は風紀を乱した場合 

（7）経歴詐称をした場合 

（8）第 27 条に規定する遵守事項に違反した場合 

（9）その他この規則に違反し，又は前各号に準ずる行為をした場合 

（懲戒の種類） 

第２２条 懲戒の種類及び内容は，次に掲げるところによる。 

（1）戒告 将来を戒める。 

（2）減給 ３月を限度としてその間の賃金を減額する。その減額は，１回の額が平

均賃金の１日 

分の半額，総額が一賃金支払期における賃金の 10 分の１を上限とする。 

（3）停職 ３月を限度として出勤を停止し，業務に従事させず，その間の給与は支

給しない。 

（4）諭旨解雇 辞職願の提出を勧告し，これに応じない場合は，労基法第 20 条に

基づき，当該非常勤講師に解雇予告を行い，又は解雇予告手当の支払いを行い

解雇する。 

（5）懲戒解雇 即時に解雇する。この場合において，所轄労働基準監督署長の認定

を受けたときは解雇予告手当を支給しない。 

（訓告等） 

第２３条 学長は，前条の規定による懲戒に至らない場合であっても，服務を厳正

にし，規律を保持する必要があるときは，訓告又は厳重注意をすることができる。 

（損害賠償） 

第２４条 非常勤講師が故意又は重大な過失によって本学に損害を与えた場合は，

相当の処分を受けるほか，その損害の全部又は一部の賠償責任を負うことがある。 

２ 前項の賠償責任は，退職した後といえども免れない。 

第５章 服務 

 （服務の根本基準） 

第２５条 非常勤講師は，法人法に定める国立大学の使命と，その業務の公共性を

自覚し，誠実にかつ公正に業務を遂行しなければならない。 

２ 非常勤講師は，本学の利益と相反する行為をしてはならない。 

（職務専念義務） 

第２６条 非常勤講師は，この就業規則又は関係諸規則の定めるときを除いては，

その勤務時間において職務上の注意力のすべてをその職務遂行のために用い，本
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学がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。 

 （遵守事項） 

第２７条 非常勤講師は，次に掲げる事項を守らなければならない。 

（1）職務の遂行に当たっては，関係法令及び本学の規則を守り，本学の指示命令に

従って，その職務に従事しなければならない。 

（2）職場の内外を問わず，本学の信用を傷つけ，その利益を害し，又は職員全体の

不名誉となるような行為をしてはならない。 

（3）職務上知ることの出来た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も

同様とする。なお，法令による証人，鑑定人等となり，職務上の秘密に属する事

項を公表するときは，本学の許可を受けなければならない。 

（4）教育の中立性を守り，教育上の地位を利用して公職選挙運動などの政治的活動

を行ってはならない。 

（5）本学の研究教育活動を妨げるなど大学の秩序及び規律を乱す行為をしてはなら

ない。 

（職員の倫理） 

第２８条 非常勤講師の倫理について遵守すべき業務に係る倫理原則及び倫理の保

持を図るために必要な事項については，別に定める。 

（ハラスメントの防止等） 

第２９条 ハラスメントの防止等に関する措置については，別に定める。 

（出勤の証明） 

第３０条 非常勤講師は，出勤簿に押印することにより出勤を証明しなければなら

ない。 

（勤務日及び勤務時間等） 

第３１条 非常勤講師の勤務日及び勤務時間等は，個別に定める。 

（年次有給休暇） 

第３１条の２ 非常勤講師の年次有給休暇は，次の各号に掲げる区分に応じて，当

該各号に掲げる日数とする。 

（1）１週間の勤務日が５日以上とされている非常勤講師及び１週間の勤務日が４

日以下とされている非常勤講師で１週間の勤務時間が30 時間であるものが，雇

用の日から６月間継続勤務し全勤務日の８割以上出勤した場合次の１年間におい

て  10 日 

（2）前号に掲げる非常勤講師が，雇用の日から１年６月以上継続勤務し，継続勤   

務期間が６月を超えることとなる日（以下「６月経過日」という。）から起算し  

て，それぞれの１年間の全勤務日の８割以上出勤した場合それぞれ次の１年間に  

おいて，10 日に，次の表の左欄に掲げる６月経過日から起算した継続勤務年数  

の区分に応じ，同表の右欄に掲げる日数を加算した日数（当該日数が20日を超え  
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る場合は，20 日） 

６箇月経過日から起算し

た勤続勤務年数 

日数 

１ 年 １日 

２ 年 ２日 

３ 年 ４日 

４ 年 ６日 

５ 年 ８日 

６年以上 10日 

 

（3）１週間の勤務日が４日以下とされている非常勤講師（１週間の勤務時間が30

時間である非常勤講師を除く。）及び週以外の期間によって勤務日が定められて

いる非常勤講師で１年間の勤務日が48 日以上216 日以下であるものが，雇用の

日から６月間継続勤務し全勤務日の８割以上出勤し，又は雇用の日から１年６月

以上継続勤務し６月経過日から起算してそれぞれの１年間の全勤務日の８割以上

出勤した場合 それぞれ次の１年間において，１週間の勤務日が４日以下とされ

ている非常勤講師にあっては次の表の上欄に掲げる１週間の勤務日の日数の区分

に応じ，週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤講師にあっては同

表の中欄に掲げる1 年間の勤務日の日数の区分に応じ，それぞれ同表の下欄に掲

げる雇用の日から起算した継続勤務期間の区分ごとに定める日数  

 

１ 週間の 

勤務日の日数 
４ 日 ３ 日 ２ 日 １ 日 

１ 年間の 

勤務日の日数 

169日から 

216日まで 

121日から 

168日まで 

73 日から 

120日まで 

48 日から 

72日まで 

継雇 

続用 

勤の 

務日 

期か 

間ら 

 起 

 算 

 し 

 た 

６月 ７日 ５日 ３日 １日 

１年６

月 
８日 ６日 ４日 ２日 

２年６

月 
９日 ６日 ４日 ２日 

３年６

月 
１０日 ８日 ５日 ２日 

４年６

月 
１２日 ９日 ６日 ３日 

５年６ １３日 １０日 ６日 ３日 
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月 

６年６

月 

以上 

１５日 １１日 ７日 ３日 

 

２ 前項の継続勤務とは，その雇用形態が社会通念上中断されていないと認められ 

る場合の勤務を，また，全勤務日とは，非常勤講師の勤務を要する日のすべてを

それぞれいうものとし，出勤した日数の算定にあたっては，休暇の期間は，これ

を出勤したものとみなして取扱うものとする。  

３ 年次有給休暇は，非常勤講師の請求する時季に与えるものとする。ただし，非

常勤講師の請求する時季に年次有給休暇を与えることが，事業の正常な運営に支

障を生ずると認めた場合には，他の時季に与えることができる。  

４ 非常勤講師は，年次有給休暇を取得する場合は，学長に対し，あらかじめ休暇

を請求しなければならない。ただし，やむを得ない事由により，あらかじめ前項

の請求ができなかった場合には，その事由を付して事後において速やかに承認を

求めるものとする。 

５ 年次有給休暇（この項の規定により繰り越されたものを除く。）は，20 日を

限度として次の１年間に繰り越すことができる。  

６ 年次有給休暇の単位は，１日とする。ただし，労使協定で定めるところにより，

一の年につき５日を限度として，１時間を単位とすることができる。  

７ 前項に定める場合において，年次有給休暇を１時間単位で取得する場合には，

１年間における１日平均所定労働時間数をもって１日とする。 

第６章 安全衛生及び健康管理等 

    第１節 安全衛生及び健康管理 

（安全衛生及び健康管理） 

第３２条 安全衛生及び健康管理については，労働安全衛生法（昭和 47 年法律第

57 号）に定めるほか，別に定める。 

第２節 災害補償 

 （災害補償） 

第３３条 非常勤講師の業務上の災害又は通勤による災害補償については，別に定

める。 

第７章 苦情処理 

 （苦情処理） 

第３４条 この就業規則及び附属する諸規則の解釈並びに適用に関する疑義又は労

働条件等に関する苦情を処理するため，本学に苦情処理制度を設ける。 

第８章 補則 
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 （就業規則の改廃） 

第３５条 この就業規則の改廃は，役員会に諮り学長が行う。 

 

   附 則 

 この就業規則は，平成 16 年４月１日から施行する。 

 

   附 則（平 26 則 10） 

 この規則は，平成 26 年 12 月 18 日から施行し，平成 26 年４月１日から適用する。 

 

   附 則（平 29 則９） 

 この規則は，平成 29 年４月１日から施行し，平成 29 年１月１日から適用する。 
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別表第１（第 19 条関係） 

講       師 

区分 年齢 時間単価(円) 

学部，大学院 

担当講師 

 ～ ２９歳未満   4,100 

 ２９歳以上 ～ ３７歳未満   4,880 

 ３７歳以上 ～ ４６歳未満   5,610 

 ４６歳以上 ～     6,210 

附属学校担当講師 

  ～ ２８歳未満   2,060 

２８歳以上 ～ ３３歳未満   2,370 

３３歳以上 ～       2,880 

備考 

(1) 講師の時間給は，採用される年度の３月３１日現在の年齢によって決定する。 

(2) 講師の時間単価は，上記表のとおりとする。 

(3)  客員教授の称号が付与される講師の時間給については，上記によらず，次に掲げる事項に基づき，

個別に定める。 

  ア. 時間給は，国立大学法人東京学芸大学職員給与規則(平成１６年規則第８号)別表第３教育職俸

給表(一)３級の項を使用し，その者の経験年数により算出された号俸により算出する。ただし，

当該号俸は，７３号俸を上限とする。 

  イ. 時間単価の算出にあっては，次の計算式を用いる。 

 (経験年数に対応した級号俸の俸給月額＋地域手当) × １２ 

 ５２ ×１０     

  ウ. その他の事項については，常勤職員の例に準ずる。  

(4) 附属学校担当において語学の授業を担当する外国人の講師の時間給については，上記にかかわら

ず，時間単価 4,120 円とする。 

 

別表第２（第 19 条関係）    

 教員養成実地指導講師  

  区  分   時間単価(円) 

校長，副校長，教頭，指導主事，教育長，教育委員会 
5,500 

課長，教授，准教授及びこれらに相当する職 

主幹教諭，指導教諭，教諭，講師及びこれらに相当する職 4,400 

備考 

 (1) 教員養成実地指導講師の時間給は，現勤務先における現職による。 

 (2) 定年等により無職の場合は，前職による。 

 

時 間 単 価  

= 


